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「航空安全行政の中期的方向性」の改定方針（案）

・業務提供者におけるSMSの強化
安全向上に直結した安全目標の設定を促進、SMSの質
の向上を図るよう指導。

中期的方向性（平成28年度～令和２年度）
主な施策の評価・検証

中期的方向性（平成28年度～令和２年度）
期間中における主な施策

・航空法規等の策定・見直し等
把握した安全情報等を踏まえ、安全性の向上を目指し、

必要となる基準等の策定、改正を実施。

・各種証明、許認可、監査、検査等
各種申請等への証明・許認可を実施、また業務提供者に
対し監査、検査等を実施。

・安全情報の分析等
各分野の部会において、安全情報の把握、分析及び追
加措置の検討。また、安全情報分析委員会において、安
全情報の分析・評価、今後の対応について審議。

・更なる安全性向上のための取り組み
１．教育訓練
２．航空活動関係者との情報共有等
３．滑走路語進入防止のための分野横断的な取組
４．情報管理システムの構築
５．内部評価

・本邦航空運送事業者が運航する定期便の死亡事
故・全損事故件数ゼロ

中期的方向性（平成28年度～令和２年度）
の安全目標

・本邦航空運送事業者が運航する定期便の死亡事故・全損事故
件数ゼロの目標を達成

・航空事故 重大インシデント率に係る各分野（航空
運送・交通管制・空港）における22の安全目標 ・全22目標中16目標について達成(令和2年度）

中期的方向性（平成28年度～令和２年度）
の安全目標の達成状況

・引き続き本邦航空運送事業者が運航する定期便の死亡事
故・全損事故件数ゼロ安全目標値として設定

中期的方向性（令和３年度～令和７年度）
の安全目標

・引き続き航空事故・重大インシデント率に係る各分野（航空
運送・交通管制・空港）における22の安全目標を設定し、動
向注視。

・コロナ感染症の感染拡大により、航空行政にも大きな影響

・空飛ぶクルマの制度整備が2023年（令和５年）からの事業開始
を目途に進捗

航空の安全を取り巻く環境変化 ・対応策の継続検討が必要
コロナ禍・ポストコロナにおける規制内容や審査手続き等の
あり方の検討

・安全確保に係る検討が必要
空飛ぶクルマの安全確保のための環境整備の推進

・無人航空機に係る安全情報の収集が必要
無人航空機の事故及び重大インシデント（事故が発生する
おそれがあると認められる事態）情報の収集

・16の安全目標が達成されており、これまでの取り組みを継続すること
によって引き続き安全向上が可能。

・SSPによる安全指標に関連付けた安全に係る施策の評価スキームの
構築が必要
・安全情報の収集・分析等の結果を活用した安全に係る施策の検討及
び施策の評価スキームの構築が必要
・安全に係る施策との関連性がより明確な安全目標を設定するため、
ICAOが示す優先事項関連の安全指標の導入を検討

中期的方向性（令和３年度～令和７年度）
期間中における主な施策

・航空法規等の策定・見直し等
・各種証明、許認可、監査、検査等
・更なる安全性向上のための取組

・ICAOが示す優先事項関連の安全指標の導入を検討

（課題）

（総評）

（対策）

（新たな取り組みが必要な事項）

（継続的に取り組む事項）

（改善を図る事項）

（継続して設定する安全目標値）

（新たに設定する安全目標値）

平成28年度から令和２年度までの５年間における取組の評価・検証の結果に加え、航空の安全を取り巻く環境変化を踏まえ、次
の５年間の「航空安全行政の中期的方向性」を改定

・安全情報の収集
義務及び自発報告制度により収集された安全情報を活
用するとともに、同報告制度が有効に機能するよう取り組
みを実施。

・無人航空機のレベル４運用が2022年（令和４年）開始予定

✔ 3月下旬～業務提供者へヒアリングを実施
✔ 3月31日 技術安全部会 改定方針の審議
✔ 5月中旬 技術安全部会「航空安全行政の中期的方向性」案の審議
✔ 5月下旬 「航空安全行政の中期的方向性」策定

策定スケジュール

○滑走路への誤進入 ○滑走路からの逸脱 ○TCAS RA通報の受領
○異常姿勢からの回復操作 ○失速からの回復操作 等

・一方で、SSPによる、航空安全当局と業務提供者それぞれの「安全に
係る施策」と「安全指標の達成状況に係る原因分析と対策」の検証が
必要。
・具体的には、事故やインシデントの発生率という安全指標のみでは、
個別の施策がどのように安全指標に寄与しているかの評価が難しく、
航空安全当局及び業務提供者の施策の効果の詳細な検証が課題。
・また、安全情報の収集・分析等の結果を踏まえ、取り組むべき事項を
抽出し、取組事項に係る安全指標を設定した上での、安全に係る施策
を評価することが課題。

・SSPの更なる推進
①SSPによる安全指標に関連付けた安全に係る施策の評
価スキームの構築
・安全指標と安全に係る施策との関連整理
・安全指標に対する安全に係る施策の効果の評価
・業務提供者におけるSMSの強化（業務提供者における
評価スキームの構築）

②安全情報の収集・分析等の結果を活用した安全に係る施
策の検討及び施策の評価スキームの構築の検討
・安全情報の収集
・安全情報の分析等

SMS ： Safety Management System（安全管理システム）

注 SSP ： State Safety Program（航空安全プログラム）

第11次交通安全基本計画（令和3年3月）において設定


